
２０２３年２月２１日

幹事長　　　飯　島　奈　絵　

第１１回幹事会　議事内容

日時　：２月２１日（火）正午～午後１時 
場所等：WEB／Zoomミーティング、リアル会場／堂島法律事務所会議室

出席幹事（敬称略）：
飯島奈絵、村瀬謙一、中島宏治、松井淑子、西原和彦、田島義久、原野早知子、富井和哉、溝上絢子、渡部真樹子、黒田愛、宮下泰彦、島尾恵理、矢吹洋一、田積祥子、広瀬元太郎、西田敦、尾崎一浩、久保井一匡、木内道祥、堀川智子、森野俊彦

オブザーバー：岩本朗、由良尚文、西念京祐、下枝歩美（議事録作成）

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２２名
委任状による出席幹事の数　２８名
合計　　　　　　　　　　　５０名（重複あり）

上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので、本幹事会は適法に成立し、幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長西田敦を指名した。議長は、開会を宣した。

次年度正副幹事長・委員長のオブザーバー参加に関し、出席幹事のうち１４名が賛成し、承認された。
その後、議案の審議に入った。

≪議事の内容≫

１【決議事項】３月総会招集の件（３月２７日１８時～＠大阪弁護士会２階）
　　総会議案①会則改正　総会オンライン出席、グーグルフォーム委任状
②次年度幹事の選任（副幹事長、全期幹事、各期幹事）の選任決議
③次年度選考委員の選任
④法曹在職40年会員顕彰
⑤各種報告事案

幹事長：
現状、幹事会においては、オンライン参加者にも議決権行使を認めている。総会では、オンライン参加者は傍聴に留まっている。そこで、総会についてもオンライン参加者にも議決権行使が認められることを４条５項で明記し、但書で、その時の幹事会が別途決議できるものとする余地を残した。
４条６項は音声識別が困難となった場合、退席と見做す規定とした。
　委任状提出について、効率化のためオンラインフォームでの提出を認める規定を４条８項に明記。こちらも別途決議できる但書を規定した。
　総会については、代理人をリアル出席者に限定した。
　６条５項、６項、７項は、すでに幹事会ではオンラインでの議決権行使を認め、オンラインフォームでの委任状提出を認めているが、総会と平仄を合わせるべく、明文化した。幹事会については、代理人をリアル参加者に限定しないものとした。
　
A幹事：
検討事項の資料３で、対応策について、その時々の幹事会で決められるように余地を設けるとなっているが資料２の新旧対照表では、例えば音声だけで映像なしでOK、になってしまっており、整合が取れていない。

B幹事：
４条９項、「提供」ではなくて、「提出」。
「出来る」はひらがなで「できる」。

幹事長：
資料２の新旧対照表、提出、できるは直す。なお、会則に定めがなくとも、幹事会はオンライン参加、グーグルでの委任状提出をしている。総会についても会則改正の必要性があるのかという意見もある。

C幹事：
４条６項、音声の識別が困難となっているかはどうやって確認するのか。
映像が映っていても、音声が識別できない場合はダメなのか。

幹事長：
映像が映っていても、音声が識別できないと会議に参加しているとは言えないと考える。音声を重要視した。
画面の横にマイクの表示がある人は、音声識別ありと判断する。
ただし、採決時にビデオオフでその場を離れており、議決権行使をしなかった人を「保留」＝議案に賛成ではないとカウントしてよいかは考慮が必要となる。議案によっては、採決の時に、顔を出してもらうようにするのはあり得る。

議長は原案の無事可決承認を報告した。

２　委員会活性化費について
今年度、委員会活性化費を設け、委員会の若手等に、懇親会で補助を出すようにした。
正副幹事長会について、私たちの代では、お手盛り感となるため、いれなかったが、正副幹事長についても同様の補助があって良いと考えており、次年度の正副幹事長のため、私たちの代で正副幹事長にも出せるような制度とすべきと考えている。具体案は改めて提案する。

３　次年度各期幹事の推薦届出のお願い

資料４のとおり。推薦がまだの期は、別途連絡するのでよろしくお願いします。

４　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長：黒田愛）

大阪弁護士会
コロナ以降久しぶりに懇談会がリアル開催された。
出入国管理及び難民認定法改正案再提出に反対する会長声明が出された。
２月４日　人権フェスタ
２月１１日、１２日　五会会議懇親会
１４日　ニューヨーク州法曹協会来訪、懇親
１５日　臨時総会の議案書を会員専用サイトに掲載
２８日　BA全米法律家協会「法律家とダイバーシティ」
３月６日　大阪弁護士会のマスコットキャラクターが選考済み。発表する

臨時総会が２階ホールで開催される。
委任状をレターケースに配布している。委任状の提出をお願いします。
議題は、①男女共同参画、女性理事努力義務、②会費減額、③綱紀委員会の増員、④再審法改正

近弁連
３月２日に災害シミレーションを阪神大震災並みの震災を想定して行った

日弁連
３月３日に臨時総会がある。こちらの委任状のオフィシャルな締め切りは過ぎているが、まだ間に合うので提出してほしい。

５　各種委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会
（１）政策委員会（委員長：中島宏治）
　　　資料６のとおり。
・２月２２日の勉強会（若手の会費減額問題）１２時～１３時に開催
・政策シンポジウム
MLや新人歓迎会でも宣伝したが、弁護団活動がテーマ。弁護団の面白さ、学び、日常業務への活かし方、について忌憚なく話していただく

（２）広報委員会（委員長：堀川智子）
資料７のとおり。ニュースレター２月号発行した。簡単でも良いので感想　　　をいただければ嬉しい。春号の発行に向けて佳境に入った。３月総会に間に合わせたい。
４月号まで今年度の守備範囲と考えている。原稿はかなり集まっている。まだの方は提出いただきたい。
広報主催の阪堺電車貸し切り企画は大変ご好評だった。
引継を順次している。留任する委員もいるし、新規募集もする。次年度は松尾洋輔委員長、副委員長や会計担当も置き、委員会活性化費の申請手続き等をしてもらいたいと考えている。

（３）研修委員会（担当副幹事長：西念京祐）
ファッション六法全書（スーツ研修）を実施した。好評であった。次年度もぜひお願いしたいと考えている。
来期に向けての引継ぎ準備。新旧のメンバーで懇親会ができればと思っている。新旧の懇親会で活性化費は使えるか？の問題があるか？

（４）親睦委員会（担当副幹事長：宮下泰彦）
副会長当選祝賀会、７５期新人歓迎会を行い、６５名に参加いただいた。三木次年度会長や山岸次年度副会長（友新）も来てくださり、挨拶いただいた。７５期全員に自己紹介、自己PRをしていただいた。
新人歓迎旅行は３月１８・１９日開催。行先は、福岡・北九州。中洲の屋　　台も楽しめる。
カート大会は、親睦も共催でやる。参加費３０００円。会場を貸し切る。直前の申し込みも可。子供（１２５ｃｍ以上）も乗れるので、お子さん連れでご参加ください。

（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉）
カート大会。舞洲のコースを貸し切って行う予定であるが、集まりが悪い。　　新人歓迎会で声掛けをして、新人の方が参加いただけることになった。まだ余裕があるので。ぜひ参加ください。
新人歓迎会、追いコンを３月１３日。若手会でも新人歓迎会やります。予算は、全員無料でできそう。
東京第一弁護士会の若手と意見交換を行った。一弁若手は会長選挙における選挙活動の負担を問題視していたが、大弁は長らく会長選挙がなくピンとこなかった。春秋会の嘱託弁護士制度が関心を集めた。

６　各種行事のご案内・参加の要請　

黒田副会長：
明日（２月２２日）、若手の会費減額に関する勉強会を開催していただくことになった。数多くの方に出席いただきたい。

D幹事：
出席するとの事前表明が少ない。副会長経験者が過半数を占めている。
幅広く知っていただきたいので、お気軽にご参加ください。

幹事長：
３月７日の弁護団の企画も良い企画なので、特に若手の方に参加いただければ。
カート大会は、子連れイベントとしてアピールしてはどうか。

議長：
すでにしている。

幹事長：
所属委員会アンケートを新人歓迎会で配ったが、今のところ返事なし。若手に提出するようお声がけいただければ。

